
医療等分野における主な情報の流れ（イメージ） 
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400床以上 

200～400床 

一般病院全体 

200床未満 

200床未満 

200～400床 

400床以上 

一般病院全体 
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ӣ Ḹ ɵͪЋḨ ˗  
平成24年度予算 

「復旧・復興枠」： 9.5億円 

ƺ ǯ ƻ 

 

 

診療システムの主要なデータを、別途標準的な形式で保存する  
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   30  

標準的な形式に 
よりデータを蓄積 

 
 

病院・診療所 

 

診療情報の保全 医療情報の連携 

連携医療 
機関等 
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三次医療圏 

二次医療
圏 

二次医療
圏 

二次医療
圏 

ӣ Ḹ ɵͪЋḨ ˗ ǵ ρӴ̬ǯȢɟɶȶ 
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地域医療連携 二次医療圏 

地域医療
連携 

地域医療
連携 

地域医療
連携 

将来的には 

都道府県全
域で連携して
いく際の基盤
となる 

標準形式で
のデータは 
他地域との 
連携が容易 

 (SS- MIX)  
 

＜病院・診療所への補助＞ 
SS- MIX  

 

 
   

  
  
  

 

＜データ蓄積サーバー整備＞ 
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ѝǵ ρș Ҟ 

ǜȓȒʺǱɅɶȽ 

中核的病院など 
安全な地域に設置 

 
 
 
 

ρȢɟɶȶ 



 

 

SS- MIX 
標準化 
ストレージ 

診療情報システム 
  / 部門システム 

 
 

 

患者基本情報（氏名・生年月日・住
所・病名・副作用歴  等） 

病室移動 
処方・注射 
検体検査・結果 
画像・放射線検査 
 

 SS- MIX標準化ストレージは、既存の院内情報システムで発生・送信される主要なデータを、
標準的な形式・コード・構造で蓄積する。 
 蓄積されたデータは、院内で採用しているシステムの種別を問わず、様々なプログラムやシ
ステムで利用可能となる。（利用例：地域連携基盤、システム障害時の過去データ参照、シス
テム更新時の既存データ引き継ぎ 等々） 

 
Χ

 

SS- MIX標準化ストレージの概要 
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シームレスな地域連携医療の実現 
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レセプト情報等の活用 
による医療の効率化 

重点施策 

具体的な取組 
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Ҧ高齢者の医療の確保に関する法律・成立 （平成２０年４月施行） 
Ҧ医療費増加の構造的要因に着目し、中長期的な観点から医療費適正化を進める 
 医療費適正化計画の枠組みの導入 
Ҧ医療費適正化計画の作成、実施及び評価に資するため、厚生労働省が行う調査及び 
 分析等に用いるデータベースの構築へ 
  β保険者は、厚生労働省に対し、必要な情報を提供 

ủ    
 ќ ─♃כ♦╢∆ ─♃כ♦⁸ ─ ⌐≈™≡  
 
ủ   ─≤╡╕≤╘ ─ ╖  

○平成２２年１０月～ 
 Ҧ平成２０年の検討会報告を踏まえ、「レセプト情報等の提供に関する有識者会議」を 
  立ち上げ。この有識者会議の議論を経て、２３年３月末にデータ提供の具体的なルー 
  ルを定めたガイドラインを制定。今後は、データ提供の可否について個別審査を行う。 

レセプト情報・特定健診等情報データベースの構築の経緯 

１．平成１８年医療制度改革 

₈ ─☻ⱦכ◘ ─ ─√╘─꜠☿ⱪ♩ ─ ⌐ ∆╢ ₉ 

３．「レセプト情報等の提供に関する有識者会議」 

（検討会報告を踏まえ、データ収集のための体制の構築） 

資料２φ５ 
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꜠☿ⱪ♩ ה  の利用☻כⱬ♃כ♦

高齢者医療確保法に基づく利用 左記目的以外の利用 

 医療費適正化計画の作成等 
 のための調査及び分析等 

 医療サービスの質の向上等を 
 目指した正確なエビデンスに 
 基づく施策の推進 

○左記のような施策に 
 有益な分析・研究 
○学術研究の発展に 
 資する目的で行う 
 分析・研究 ○感染症などの疾患の実態把握に 

 基づく施策 
○介護給付費と医療費の実態把握に 
 基づく施策   等 

厚生労働省保険局総務課 
医療費適正化対策推進室 

厚生労働省内の他部局、他課室 
関係省庁・自治体 

都道府県 
左記以外の主体 
（研究機関等） 

レセプト情報等の提供に関する有識者会議における審査 

 
 

β所掌事務の遂行に必要な範囲内 
 であることが前提 

 国による分析等 

βデータ利用の目的や必要性等について審査 
βデータ利用の目的として「公益性の確保」が必要 

大臣決定 
データ提供の 
可否について 
大臣に助言 

結果の公表 

国が公表する結
果 のほか、都道
府県が、国に対
し、医療費適正化
計画の評価等に
必要な情報の提
供を要請し、入手 

 都道府県による
分析等 9 



事務局による事前審査 

レセプト情報・特定健診等情報データベースの活用 

レセプト情報等の提供に関する有識者会議の審査 
（第１回 審査 23年11月10日） 

研究内容の公益性や研究成果の公表形式の妥当性、セキュリティ要件などについて審査 

返戻又は再審査 提供（β） 

β 有識者会議は、レセプト情報等の提供にあたり申出者に追加条件を付す場合がある。 

不承諾 承諾 

データの提供を希望する者が申出 
試行期間においては、データ提供の依頼ができる者を、国、都道府県、大学の研究者等に限定。 

株式会社や国際機関、学生などは対象外としている。 

有識者会議の審査の流れ（概要） 

○高齢者の医療の確保に関する法律に基づき電子化されたレセプトと特定健診・保健指導のデータを国のデータ 
 ベースに蓄積。国及び都道府県の医療費適正化計画策定に活用することとなっている。 
 
○上記以外の目的のための活用についても、平成23年～24年度を試行期間と位置づけ、以下のような有識者会議 
 の審査を経た上で、公益性の高い研究にデータを提供を行っており、今後、こうした取組を踏まえ、データの第三 
 者提供の仕組みについて、手数料や法的罰則などの制度設計の検討を行う。 
 
【データベースの概要（平成24年３月現在）】 

レセプト情報  約36億4,828万件（平成21年４月～平成23年10月診療分） 
特定健診・保健指導情報   約4,284万件（平成20・21年度実績） 

第１回申出 43件 （23年9月） 

６件 ３７件 



がん登録の体制 
 「地域がん登録」は、健康増進法に規定された努力義務により、都道府県が各都道府県在住のがん患者の情
報を医療機関から集めている。がんの罹患率、生存率、早期発見率などを解析し、国民や患者に対して、データ
に基づく適切ながん対策を提供し、がん医療の質の向上のために不可欠である。 

平成１９年（２００７年）推計罹患数は７０万件（２１府県から推計）。 

実 施  ４５道府県（Ｈ２４．４時点） 

A病院 

がんの診断 

がんの治療 

⇒院内がん登録 

臓器がん登録 
（学会・研究会） 

国立がん研究センターがん対策情報センター 
（地域がん登録データのデータ解析・公表、各拠点病院の院内がん登録の公表等を実施） 

 

Ḹף 

人口動態調査 

登録患者の生存確認等 

住民基本台帳等 

統計的な分析 

地域がん登録に登録 

 

予後調査（生死確認） 

○○県 地域がん登録 

遡り調査 
Ḹף   

未̧実施は東京、宮崎。 
東京は平成２４年７月開始予定。 
宮崎は平成２４年度中に開始予定。 
国̧立がん研究センターにおいては、標準化した登録
様式に適応した地域がん登録の促進を図る。 

ɅɶȽ 
͑ 

地域がん登録事業実施地域 
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地域がん登録と院内がん登録について 

地域がん登録 院内がん登録 

目的 地域のがん実態把握 施設のがん診療評価 

実施主体 都道府県（市） 医療機関 

登録対象 対象地域の全がん罹患例 当該施設の全がん患者 

収集項目 
診断、初回治療、生死情報など 
標準２５項目 

診断、初回治療、生死情報など 
標準４９項目 

現状 
４５道府県１市にて実施（平成２４年４月
時点） 
人口の約９割がカバーされている。 

Åがん診療連携拠点病院は 
３９７（平成２４年４月時点）。 

Å２００９年は３７０施設より登録あり（全国
の約６割のがん患者）。 

その他 

Å健康増進法第１６条に基づき実施されて
いる。 

Å平成２２年度よりＤＰＣ機能評価係数に
「地域がん登録」が含まれた。 

Åがん診療連携拠点病院の指定要件に院
内がん登録の実施及び地域がん登録へ
の協力が含まれている。 
 

「地域がん登録の手引き改訂第５版」（２００７年５月）を用いて作成 



地域がん登録の実施都道府県数 
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2012年度中に全ての 
都道府県において実施予定 



協力 

 
 
 
 
 
 
 

期待される成果：医薬品等の迅速で的確な安全対策の実施 
 ①ある副作用の発生割合の比較 
 ②副作用であるのか、病気自体の症状なのかの判別 
 ③安全対策の措置が副作用低減に本当に効果があったのかの検証 

医薬品医療機器総合機構 
副作用情報等の安全性情報の収

集及び分析 

研究者・製薬企業 

β 拠点を使った調査は、 
   製薬企業も活用可能 迅速な 

安全対策 

拠点病院 

拠点病院 

拠点病院 
拠点病院 

       
データベース 

 
データベース構築と活用推進 

電子カルテ 
データ 

レセプト 
データ 

オーダリング 
データ 

検査データ 

       
データ
ベース 

 

       
データ
ベース 

 

       
データ
ベース 

 

       
データ
ベース 

 

全国１０カ所 
ネットワークの形成 

拠点病院 
データの 
調査 
分析 

ӣ ḸɅɶȽɗɶȷḨ ρ˗ ǵ Ồ 
 （平成２３年度予算 （国費） ３．７億円β）  
（平成２４年度予算 （国費） ３．１億円β） 

β 費用負担：国５０％／（独）医薬品医療機器総合機構５０％ 

Â医療情報データベースを活用した薬剤疫学的手法による医薬品等の安全対策を推進   
 する。 
Â１，０００万人規模のデータを収集するための医療情報データベースを拠点病院に構 
 築するとともに、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に情報分析システムを構築  
 する事業を平成23年度より５年計画で開始。 

資料２φ７ 
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診療情報データバンクについて 
 
診療情報データバンクの基本的考え方 
 
① 各病院のレセプトデータ、DPC調査用データ等診療情報を収集し、分析を行うためのデータベースを構築する。レセプ

トデータについては、入院・外来の両方を収集の対象とする。 
② 種類の異なる診療情報(入院レセと外来レセ等)を同一患者の紐付けを行った上で、患者単位のデータベースを構築。 
③ 診療情報は、患者IDを匿名化したコード（匿名化コード）により、同一患者の紐付けを行い、患者個票単位のデータ

ベースとする。 
④ その時々の様々な要求に随時応えていくことができるよう、定型分析機能は持たないシステムとする。 
⑤ 診療情報分析部長及び研究員からの指示に基づき、SE（2人）がデータベースにアクセスし、その都度必要なプログラ

ム作成を行うなどして必要な分析・帳票の作成等を行う。 

 
 
診療情報データバンクの基本的考え方 
 
【DPC病院】 

üDPC調査データ（入院）Ҝ既にMEDI-ARROWSにより収集 
üDPCレセプトデータ（入院） 
üレセプトデータ（入院・外来） 

【非DPC病院】 
üレセプトデータ（入院・外来） 
üレセプトE/Fファイル形式データ（入院） 

     Ҝ標準医事会計システム導入病院は、各病院で医事 
    会計データのE/Fファイル変換を行った上で送信 

 

平成２２年１０月に構築し、運用開始 

資料２φ８ 
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＜診療情報データバンクの概要＞ 



○ 平成21年11月 請求省令の改正 
  

 
 

   
   
   
   
  26  

レセプト電子化の経緯 

○ 民主党政策集 ＩＮＤＥＸ2009 医療政策 
  ꜠☿ⱪ♩─○fiꜝ▬fi ╩₈ ₉⅛╠₈ ₉⌐ ╘╢⁹ 

○ 平成23年４月 

   ⌐≈™≡⁸ 23 ⌐ ꜠☿ⱪ♩≢─ ╩ ℮↓≤≤ 

  ⌂╢ ╩ ⅎ⁸ ≡─ ה ⌐≈™≡ ꜠☿ⱪ♩≢─ ⅜ ⁹    

○ 平成17年12月 医療制度改革大綱 
  23 ╟╡꜠☿ⱪ♩○fiꜝ▬fi─ ─  

資料２―９ 
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○民主党政策集INDEX2009（平成21年７月）（抜粋） 
 
●レセプトオンライン請求の原則化 
 レセプトのオンライン請求を「完全義務化」から「原則化」に改め、過疎地の診療所をはじめとする
小規模医療機関の撤退などに象徴される医療現場の混乱や地域医療の崩壊が起こらないように
します。レセプトのオンライン化は本来、医療機関と調剤薬局等が医療情報を共有しつつ、事務効
率の向上、医療費の過大・不正請求の防止、検査や投薬の重複チェックなど医療の透明化、平準
化に資するものです。しかし、政府が07年に閣議決定した請求の「完全義務化」は、関係者の理解
が十分得られていません。導入にあたっては、患者情報のセキュリティー強化とあわせ、医療機関
でのコスト面、人材面での負担が過度にならないよう、国による財政負担や診療報酬上の十分なイ
ンセンティブを設けます。また、医療費の内容と単価がわかる領収書が発行されるようにします。外
来管理加算の５分要件に関しては、外来管理に時間要件はなじまないことを踏まえ、診療所負担
の軽減を図るため撤廃します。 

○医療制度改革大綱 （平成17年12月１日 政府・与党医療改革協議会）（抜粋） 
 
３．公的保険給付の内容・範囲の見直し等 

 （５）レセプトIT化の推進等 
  医療保険事務全体の効率化を図るため、医療機関等が審査支払機関に提出するレセプト及び
審査支払機関が保険者に提出するレセプトについて、平成１８年度からオンライン化を進め、平成
２３年度当初から、原則としてすべてのレセプトがオンラインで提出されるものとする。 
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（注１）　レセプトコンピュータにレセプト文字データ変換ソフトの適用が可能である場合を含む。

（注２）　平成２１年４月時にオンライン請求を行えなかった病院・薬局は、平成２１年１２月診療分から。

※　この他、　個別事情（回線障害、業者の対応遅れ、改築工事中、概ね１年以内に廃院予定、その他特に困難な事由）による猶予規定あり。

原　　則

医

科

病

院

・平成２０年４月～　　      ４００床以上で
　　　　　　　　　　　　　　      レセプト電子請求を行っているもの(注1)

・平成２1年４月(注2)～　　４００床未満で
　　　　　　　　　　　　　      　レセプト電子請求を行っているもの(注1)

診
療
所

【手書き】 【リース期間切れ等】

レセプトコンピュータ
のリース期間又は
減価償却期間の
終了まで

（最大平成２６年度末）

紙で請求可

年間請求件数が１２００
件以下の薬局の
レセプトコンピュータ
のリース期間又は
減価償却期間の
終了まで

（最大平成２２年度末）

紙で請求可

歯
科

・平成２３年４月～      　　レセプトコンピュータを使用しているもの

薬

局
・平成２１年４月(注2)～    レセプトコンピュータを使用しているもの

例外規定

【高齢者】

レセプトコンピュータ
を使用していない場合

紙で請求可
（電子媒体又は
オンラインによる
請求に移行するよう
努めるものとする）

・平成２２年７月～　      　レセプトコンピュータを使用しているもの

常勤の医師・歯科
医師・薬剤師が
すべて６５歳以上
の診療所・薬局

（レセプト電子請求が
可能な場合を除く）

紙で請求可

・平成２２年７月～　      　レセプトコンピュータを使用しているもの

レセプト電子化のスケジュール 
○ 本年４月に歯科医療機関が原則レセプト電子化期限を迎え、全ての医療機関・薬局が原則電子化へ移行。 
○ 一方で、手書きでレセプトを作成している、又は医師等が高齢である、といった事由により例外的に紙請求が認められ 
 る場合もある。こうした例外のうち、電子レセプトに対応していないレセプトコンピューターを使用している場合、最大平成 
 26年度末まで紙レセプトでの請求が認められる。 
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電子レセプト請求普及状況（件数ベース） 【平成24年3月請求分】 

オンライン ６７．５％ 

電子レセプト ９０．６％    

９９．９％ 

９９．８％ 

９４．５％ 

４５．３％ 

９９．９％ 

オンライン 

電子媒体               

紙 

総  計 

400床以上 

  医科計 

 

  診療所 
3,424万件 

 

病院計 

 

 
 

 

400床未満 

1,052万件 

歯科 

 調剤 

929万件 

2,415万件 

９９．９％ 

4,476万件 

社会保険診療報酬支払基金調べ 

電子媒体 

２３．１％ 

紙レセプト  
９．４％ 

９２．８％ 



 

電子レセプト請求普及状況（施設数ベース） 【平成24年3月請求分】 

電子レセプト ７１．１％ 

９９．６％ 

９８．７％ 

８３．２％ 

３７．５％ 

９４．１％ 

オンライン 

紙 

電子媒体 

９８．８％ 

歯科 

 調剤 

400床以上 

  医科計 

 

9.6万 

7.1万 

5.4万 

  診療所 
8.8万 

 

病院計 

 

 
 

 

400床未
満 

0.9万 

社会保険診療報酬支払基金調べ 

電子媒体 

２５．９％ 
オンライン ４５．２％ 

紙レセプト ２８．９％ 総  計 

８１．６％ 



レセプト電子化の推移 
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及
率

 

ӣ ǵɪȹɕɆ ἧӓǵ ɗɶȷ  

医科（病院） 

医科（診療所） 

歯科 

調剤 

請求月 

調剤 

医科（病院） 

医科（診療所） 

歯科 



今後の医療機関等のレセプト電子化普及状況（施設数ベース）の見込み 

○免除・猶予届出の内容から、今後の医療機関等のレセプト電子化状況の見込みを推計すると以下のとおり。手書きレ
セプトや高齢者などの要件に当てはまることにより、レセプト電子化が免除される医療機関等を除くと、最終的に施設数
ベースで調剤：96.3％、医科：87.9％、歯科：73.8％の電子化率となる見込み。 

電子化猶予期限 
平成２７年３月末 

（注）平成27年5月10日請求分からは 
電子レセプトによる請求を行う。 
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27 

「資格過誤によるレセプト返戻の解消に向けた取組について（取りまとめ）」の概要 
（医療保険被保険者資格確認検討会 平成18年9月） 

資料２φ１０ 
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  診療情報の提供等に関する指針 

１ 本指針の目的・位置付け 

○ 本指針は、インフォームド・コンセントの理念や個人情報保護の考え方を踏まえ、医師、歯科医師、薬剤師、看護師そ

の他の医療従事者及び医療機関の管理者（以下「医療従事者等」という。）の診療情報の提供等に関する役割や責任

の内容の明確化・具体化を図るものであり、医療従事者等が診療情報を積極的に提供することにより、患者等が疾病

と診療内容を十分理解し、医療従事者と患者等が共同して疾病を克服するなど、医療従事者等と患者等とのより良い

信頼関係を構築することを目的とするものである。 

○ 本指針は、どのような事項に留意すれば医療従事者等が診療情報の提供等に関する職責を全うできると考えられる

かを示すものであり、医療従事者等が、本指針に則って積極的に診療情報を提供することを促進するものである。 

平成１５年９月１２日 
平成２２年９月１７日改正 
厚生労働省医政局長通知 

２  定義 

３  診療情報の提供に関する一般原則 

４  医療従事者の守秘義務 

５  診療記録の正確性の確保 

６  診療中の診療情報の提供 

７  診療記録の開示 

８  診療情報の提供を拒み得る場合 

９  遺族に対する診療情報の提供 

  １０ 他の医療従事者からの求めによる診療情報の提供 

 １１ 診療情報の提供に関する苦情処理 

 １２ 診療情報の提供に関する規程の整備 

資料２φ１１ 
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２  定義 
○ 「診療情報」とは、診療の過程で、患者の身体状況、病状、治療等について、医療従事者が知り得た情報をいう。 
○ 「診療記録」とは、診療録、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、紹介状、退院した患 
  者に係る入院期間中の診療経過の要約その他の診療の過程で患者の身体状況、病状、治療等について作成、記 
  録又は保存された書類、画像等の記録をいう。 
○ 「診療情報の提供」とは、①口頭による説明、②説明文書の交付、③診療記録の開示等具体的な状況に即した適 
  切な方法により、患者等に対して診療情報を提供することをいう。 
○ 「診療記録の開示」とは、患者等の求めに応じ、診療記録を閲覧に供すること又は診療記録の写しを交付すること 
  をいう。 

 ─ ⌐ ∆╢  
ủ │⁸ ⌐≤∫≡ ╩ ╛∆™╟℮⌐⁸ ⌐ ╩ ∆╢╟℮ ╘⌂↑╣ 
 ┌⌂╠⌂™⁹ 
ủ ─ │⁸ᵑ ⌐╟╢ ⁸ᵒ ─ ⁸ᵓ ─ ⌂ ⌐ ⇔√  
 ⌂ ⌐╟╡ ╦╣⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹  

４  医療従事者の守秘義務 
○ 医療従事者は、患者の同意を得ずに、患者以外の者に対して診療情報の提供を行うことは、医療従事者の守秘義 

 務に反し、法律上の規定がある場合を除き認められないことに留意しなければならない。 

５  診療記録の正確性の確保 
○ 医療従事者等は、適正な医療を提供するという利用目的の達成に必要な範囲内において、診療記録を正確かつ最 
 新の内容に保つよう努めなければならない。 
○ 診療記録の訂正は、訂正した者、内容、日時等が分かるように行われなければならない。 

○ 診療記録の字句などを不当に変える改ざんは、行ってはならない。 
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６  診療中の診療情報の提供 
○ 医療従事者は、原則として、診療中の患者に対して、次に掲げる事項等について丁寧に説明しなければならない。 
 ① 現在の症状及び診断病名 
 ② 予後 
 ③ 処置及び治療の方針 
 ④ 処方する薬剤について、薬剤名、服用方法、効能及び特に注意を要する副作用 
 ⑤ 代替的治療法がある場合には、その内容及び利害得失（患者が負担すべき費用が大きく異なる場合には、それ 
  ぞれの場合の費用を含む。） 
 ⑥ 手術や侵襲的な検査を行う場合には、その概要（執刀者及び助手の氏名を含む。）、危険性、実施しない場合の 
  危険性及び合併症の有無 
 ⑦ 治療目的以外に、臨床試験や研究などの他の目的も有する場合には、その旨及び目的の内容 
○ 医療従事者は、患者が「知らないでいたい希望」を表明した場合には、これを尊重しなければならない。 
○ 患者が未成年者等で判断能力がない場合には、診療中の診療情報の提供は親権者等に対してなされなければな 

  らない。 

７  診療記録の開示 
（１）診療記録の開示に関する原則 
○ 医療従事者等は、患者等が患者の診療記録の開示を求めた場合には、原則としてこれに応じなければならない。 
○ 診療記録の開示の際、患者等が補足的な説明を求めたときは、医療従事者等は、できる限り速やかにこれに応じ 
 なければならない。この場合にあっては、担当の医師等が説明を行うことが望ましい。 
（２）診療記録の開示を求め得る者 
○ 診療記録の開示を求め得る者は、原則として患者本人とするが、次に掲げる場合には、患者本人以外の者が患者 
 に代わって開示を求めることができるものとする。 
 ① 患者に法定代理人がいる場合には、法定代理人。ただし、満１５歳以上の未成年者については、疾病の内容に 
  よっては患者本人のみの請求を認めることができる。 
 ② 診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人 
 ③ 患者本人から代理権を与えられた親族及びこれに準ずる者 
 ④ 患者が成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に患者の世話をしている親族及びこれに準ずる者 
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（３）診療記録の開示に関する手続 
○ 医療機関の管理者は、以下を参考にして、診療記録の開示手続を定めなければならない。 
 ① 診療記録の開示を求めようとする者は、医療機関の管理者が定めた方式に従って、医療機関の管理者に対して 
  申し立てる。なお、申立ての方式は書面による申立てとすることが望ましいが、患者等の自由な申立てを阻害しない 
  ため、開示等の求めに係る申立て書面に理由欄を設けることなどにより申立ての理由の記載を要求すること、申立 
  ての理由を尋ねることは不適切である。 
 ② 申立人は、自己が診療記録の開示を求め得る者であることを証明する。 
 ③ 医療機関の管理者は、担当の医師等の意見を聴いた上で、速やかに診療記録の開示をするか否か等を決定し、 
  これを申立人に通知する。医療機関の管理者は、診療記録の開示を認める場合には、日常診療への影響を考慮し 
  て、日時、場所、方法等を指定することができる。 
   なお、診療記録についての開示の可否については、医療機関内に設置する検討委員会等において検討した上で 
  決定することが望ましい。 
（４）診療記録の開示に要する費用 
○ 医療機関の管理者は、申立人から、診療記録の開示に要する費用を徴収することができる。その費用は、実費を 

 勘案して合理的であると認められる範囲内の額としなければならない。 

８  診療情報の提供を拒み得る場合 
○ 医療従事者等は、診療情報の提供が次に掲げる事由に該当する場合には、診療情報の提供の全部又は一部を提 
 供しないことができる。 
 ① 診療情報の提供が、第三者の利益を害するおそれがあるとき 
 ② 診療情報の提供が、患者本人の心身の状況を著しく損なうおそれがあるとき 
＜①に該当することが想定され得る事例＞ 
 ・ 患者の状況等について、家族や患者の関係者が医療従事者に情報提供を行っている場合に、これらの者の同意 
  を得ずに患者自身に当該情報を提供することにより、患者と家族や患者の関係者との人間関係が悪化するなど、こ 
  れらの者の利益を害するおそれがある場合 
＜②に該当することが想定され得る事例＞ 
 ・ 症状や予後、治療経過等について患者に対して十分な説明をしたとしても、患者本人に重大な心理的影響を与 
  え、その後の治療効果等に悪影響を及ぼす場合 
 β 個々の事例への適用については個別具体的に慎重に判断することが必要である。 32 



○ 医療従事者等は、診療記録の開示の申立ての全部又は一部を拒む場合には、原則として、申立人に対して文書に 

 よりその理由を示さなければならない。また、苦情処理の体制についても併せて説明しなければならない。 

９  遺族に対する診療情報の提供 
○ 医療従事者等は、患者が死亡した際には遅滞なく、遺族に対して、死亡に至るまでの診療経過、死亡原因等につ 
 いての診療情報を提供しなければならない。 
○ 遺族に対する診療情報の提供に当たっては、３、７の（１）、（３）及び（４）並びに８の定めを準用する。ただし、診療 
 記録の開示を求め得る者の範囲は、患者の配偶者、子、父母及びこれに準ずる者（これらの者に法定代理人がいる 
 場合の法定代理人を含む。）とする。 

○ 遺族に対する診療情報の提供に当たっては、患者本人の生前の意思、名誉等を十分に尊重することが必要であ
る。 

10  他の医療従事者からの求めによる診療情報の提供 
○ 医療従事者は、患者の診療のため必要がある場合には、患者の同意を得て、その患者を診療した又は現に診療し 
 ている他の医療従事者に対して、診療情報の提供を求めることができる。 
○ 診療情報の提供の求めを受けた医療従事者は、患者の同意を確認した上で、診療情報を提供するものとする。 

11  診療情報の提供に関する苦情処理 
○ 医療機関の管理者は、診療情報の提供に関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。 
○ 医療機関の管理者は、都道府県等が設置する医療安全支援センターや医師会が設置する苦情処理機関などの患 
 者・家族からの相談に対応する相談窓口を活用するほか、当該医療機関においても診療情報の提供に関する苦情処 
 理の体制の整備に努めなければならない。 

12  診療情報の提供に関する規程の整備 
○ 医療機関の管理者は、診療記録の開示手続等を定めた診療情報の提供に関する規程を整備し、苦情処理体制も 
 含めて、院内掲示を行うなど、患者に対しての周知徹底を図らなければならない。 33 



  ◌ꜟ♥⌂≥─ ◦☻♥ⱶ⌐⅔™≡⁸ ┘ ≢─  

 ⌂ ╩ ⌐╡≥╡╛─♃כ♦⁸╘√╢∆≥ ╢ ╩  

 ≤⇔≡ ╘≡™╢⁹ 
 

 

  ₒ ₓ     

 כ♃☻ⱴ♪כ◖HOT ה        

 כ♃☻ICD10 ⱴ ה    

┘ ה     ♃כ♦ ┼─  

  ה    

IHE ⱪ꜡ⱨ□▬ꜟ₈ ה     ₉⅔╟┘∕─  

- ה     ⱨ◊כⱴ♇♩ 92001  

ꜟ♃☺♦╢↑⅔⌐ ה     ≤ DICOM  

♃כ♦ JAHIS ה        

כ♃☻ⱴ ה     23 12     

כ♃☻ⱴ ה      23 12    

♃כ♦ JAHIS ה         23 12   

▫♥ꜞ♄⸗,HIS,RIS,PACS ה     , , JJ1017 24 3    

     β₈ ─ ⌐≈™≡₉─ ⌐≈™≡ 

       24 3 23  

  

保健医療情報分野の標準化の推進について 

資料２φ１２ 



̸ ᶧ̱ 
ӣ Ḹ ӓ Ӳ ̝ HELICS Ӳ ̝  

ǵ
ș  

̊ʣǵ֓қ
ǯ֓қ ǵ ӭ
ǵ  

Ћ ̝ᴣ   ˗  ̝ 

Ӳ ǵ
ᾍ ǲ
ὑ 

ǯǞǭ
Ǡ

Ȁǔ 

ⱳ ǲꜘ
ǟᾃ Ỗ
ᴣ̝ș

 

ș
ᾃ  

Ԍ ҥϐ  
Ԍ ҥϐ ǯǞǭק  

ⱳ ǲꜘǟΉ˲̝ᴣƲ
ᶧ̱Ʋɤɶȴɶζȏȑ
֝Ʋɏɔȱɟ 

ỖᴣǶ̝ᴣᶧ̱ȏ
ȑ ˗̝Ǔ ї 

ͪβӣ Ḹ ӓ̝  
ͪβӣ Ḹѝ ǵ ǯǞǭ ȈȒȀǔ șԌ ҥϐ ǿ  

ӣ

Ḹ

ӓ

 

Ԍ ҥϐ ǲǑǋǭͪβӣ Ḹѝ ǵ ǯ ȈȒȅǮǵ ȓ 

35 



 ˹ ƲԌ ҥϐ ǲǑǋǭͪβӣ Ḹѝ ǵ ǯǞǭ ȈȒȀǔ ̊ʤƲƼԌ ҥϐ ƽǯǋǍƳ ǯǠȀǔ

ǯǞǭƲ̊ʤǵ ǲǫǋǭֻ Ǔ♬ȐȓǦǚǯǒȐƲԌ ҥϐ ǲ ș ǍȉǵǮǉȒƳ  

 

ïHS001  ӣ ᴜHOT ȱɶɇɜȷȽɶ 

ïHS005  ICD10 ᾍꜘ  ɜȷȽɶ׀

ïHS007  Ḹ ͑ ֗Ǻ ἧ ɅɶȽ ͑ ǿǵ Ḹ ͑  

ïHS008  Ḹ ͑ ἧ ˺  

ïHS009  IHE ֻɕɫɓȟȢɩƼ֯ Ḍӣ ϑƽǑȏǺǤǵ  

ïHS010  ͪ βӣ Ḹ-ӣ ◐ɓȧɶɜɁɆ 92001 ֵӓ Ѹ 

ïHS011  ӣ ǲǑǘȒɅȶȽɩ ϑǯ ͬ DICOM  

ïHS012  JAHIS ⅛ ɅɶȽ˧  

ïHS013  ׀ɜȷȽɶ ₳ 23 ₴12  қ   

ïHS014  ⅛ ɜȷȽɶ ₳ 23 ₴12  қ   

ïHS016  JAHIS ᾑ ɅɶȽ˧ ₳ 23 ₴12  қ   

ïHS017   HIS,RIS,PACS, ɠȾɨɄȡ ˔ ,̝ , ᾑ Ḹ JJ1017  ₳ 24 ₴3  қ  

 

ƞԌ ҥϐ ǲǫǋǭ 

 ӣ ǲǑǘȒӣ ḸȵȷɄɞǵ ɵ ǲ ǞǭƲԌ ҥϐ ǵὕ ǶƲ ḸǓⱳ ǲѫ ֯ ǮǉȒǚǯș
ͪǠȒ ǒȐ ǮǉȑƲ᷂Ḣӣ ȋӣ ὄЋǲ ǠȒȉǵǮǉȒƳȅǦƲӣ ǲǑǋǭӣ ḸȵȷɄɞǵ ӓȋ
˛ șר ͪǞǭǋǖʣǮⱳ ǮǉȒƳ 

 ǚǵǦȈƲ˹♥Ԍ ҥϐ ǲǑǋǭὕ ǠȒӣ ḸȵȷɄɞǲ ǠȒֺ ȋ Ҟ˗ ǲǑǋǭǶƲԌ ҥϐ ǵὕ
ș ȅǏǦȉǵǯǠȒƳ 

 Ԍ ҥϐ ǲǫǋǭǶ ᷀ǵǯǚȔƲӣ ǲᾍǞƲǤǵὕ ș▌ѰǠȒȉǵǮǶǱǋǓƲ ӓ ǵ șӦѝ
ǠȒǚǯș ȈȒȉǵǮǉȒƳ 

 ӣ ǲ ȈȐȓǭǋȒ ӓƲ ˛ ר ͪǲǫǋǭǶƼӣ ḸȵȷɄɞǵὄЋ ǲ ǠȒȪȢɇɧȢɱ 4.1 ƽ
5 ș֓ ǠȒǚǯƳ 

 

ƞԌ ҥϐ ǵ ǲǫǋǭ 

 Ԍ ҥϐ ǲǫǋǭǶƲ˹♥Ƽͪβӣ Ḹ ӓ̝ ƽǵ ș ȅǏƲ ὓ ǞǭǋǖȉǵǮǉȒƳ 

Ԍ ҥϐ ǲǑǋǭͪβӣ Ḹѝ ǵ ǯǞǭ ȈȒȀǔ ǲǫǋǭ 

36 



37 

 

 

「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」は、病院・薬局・助産 
所等における診療録等の電子保存に係る責任者を対象とし、 

 

Å すべての機関が遵守すべき事項として、個人情報保護に関する方針の制定お
よび公表、外部と個人情報を交換する場合の安全管理、ネットワークからの不
正アクセス対策等について 

Å 診療録等の電子保存にかかわる要求事項として、真正性、見読性、保存性の
確保、電子署名を行う場合の要件等について 

Å 診療録等の電子保存にかかわる要求事項として、受託機関の選定・責任の明
確化等について 

Å 診療録等をスキャナ等により電子化して保存する場合の要件等について 
 
といった事項について指針を示したものである。 
 また、定期的に見直す予定としており、2011年9月現在では第4.1版が最新版 
である。 

ӣ ḸȵȷɄɞǵὄЋ ǲ ǠȒȪȢɇɧȢɱǯǶ 
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ӣ ḸȵȷɄɞǵὄЋ ǲ ǠȒȪȢɇɧȢɱǵ  

医療機関等の責任者・情報システム管理者・システム導入業者が、以下の各章の関連個所
を理解し、個々の対策を実施することが期待される。 
 
【1～6章】 個人情報を含むデータを扱う全ての医療機関等で参照されるべき事項 
【7章】  保存義務のある診療録等を電子的に保存する場合の指針 
【8章】  保存義務のある診療録等を医療機関等の外部に保存する場合の指針 
【9章】  e-文書法に基づいてスキャナ等により電子化して保存する場合の指針 
【10章】  運用管理規程に関する事項 
 
 

法律・通知・指針等の要求事項に対して対策を示す部分（本指針の大部分）では概ね以下の
項目にわけて説明している。 
 
A． 制度上の要求事項 法律、通知、他の指針等を踏まえた要求事項 
B． 考え方  要求事項の解説及び原則的な対策 
C． 最低限のガイドライン Aを満たすために必ず実施しなければならない事項 
D． 推奨されるガイドライン 説明責任の観点から実施した方が理解を得やすい対策 
   （最低限のシステムでは使用されていない技術で、使用 
   上留意が必要な場合についても記載） 



 
 

医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 

 
 

医療情報を受託管理する情報処理業者向け 
ガイドライン 

 
 

ASP・SaaSにおける情報セキュリティ対策ガイドライン 
 

ASP・SaaS事業者が医療情報を取り扱う際の 
安全管理に関するガイドライン 

厚生労働省 

総務省 

経済産業省 

ӣ Ḹǲ͜ȒȪȢɇɧȢɱ 
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医療情報システムの 

安全管理に関するガイドライン 
【厚生労働省】 

 
医療情報を受託管理する 

情報処理業者向けガイドライン 
【経済産業省】 

ASP・SaaSにおける 
情報セキュリティ対策ガイドライン 

 

ASP・SaaS事業者が医療情報を取り扱う際の 
安全管理に関するガイドライン 

【総務省】 

個人情報保護法 

委託側 受託側 

Å医療情報の保存を外部に委託する際の、委託側の医療機関等が遵守すべき事項は、厚生労働省のガイドラ
インに明記 
Å医療情報の受託側である民間事業者等の遵守すべき事項は、経済産業省のガイドラインに明記 
ÅＡＳＰ・ＳａａＳのサービス形態を利用する場合に遵守すべき事項は、総務省のガイドラインに明記 
Åそれぞれのガイドラインで整合性を図って、情報保護を行っていくことが重要 

ֺȪȢɇɧȢɱǵ ͜ 
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市町村 

健康保険組合 
等 国 

行政機関 

公共機関 

中継機能 

ɎɁȭȨɓȡȷ  

ύ ӊ͒Ө͠ὀ ͡ҏ₁ ҋּתὲҌ‰ѺҬ ҏӼӃԒӧ 

◆ 政府が目指すべき将来像として、①複数の機関にまたがる自分の情報等の入手や必要な手続の実施を、１カ
所で完結できる便利なサービス（ワンストップサービス）の実現、②その基盤として、プライバシー侵害等への不安
を極力解消しつつ、関係機関の情報連携（バックオフィス連携）を行う仕組みの構築が重要。 

◆ 社会保障カード（仮称）の検討においては、このような将来像を見据え、年金記録等の確認を可能としつつ、健康
保険証等の役割を果たす仕組みを検討。 

◆ 今後、実証実験を行い、仮定した仕組みについて検証しつつ、電子行政等の取組み、各分野における環境整備
や課題への対応と連携し、社会的な合意を前提として、可能なサービスから順次実施。 
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件名 差出人 受信日

国民年金基金加入
のご案内

○○県国民年金基金 ２月○×日

国民年金の資格取得
手続のご案内 △△市 ２月××日

厚生年金の資格喪失
確認のお知らせ

□□社会保険事務所 ２月△○日

妊娠出産 子育て

学校 仕事

結婚 住宅引越

健康 高齢者
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⅔ ╠∑
件名 差出人 受信日

国民年金基金加入
のご案内

○○県国民年金基金 ２月○×日

国民年金の資格取得
手続のご案内 △△市 ２月××日

厚生年金の資格喪失
確認のお知らせ

□□社会保険事務所 ２月△○日

妊娠出産 子育て

学校 仕事

結婚 住宅引越

健康 高齢者

余暇文化 ご不幸

・・・・・・

□□市

△△県

○○省

×健保組合

e-Gov

・・・・

ԉԒӎ

ὠ ѶҴҏӽӃӹ͒ӗ
ログアウト

検索

꜠☿ⱪ♩

─

⅔ ╠∑
件名 差出人 受信日

国民年金基金加入
のご案内

○○県国民年金基金 ２月○×日

国民年金の資格取得
手続のご案内 △△市 ２月××日

厚生年金の資格喪失
確認のお知らせ

□□社会保険事務所 ２月△○日

妊娠出産 子育て

学校 仕事

結婚 住宅引越

健康 高齢者

余暇文化 ご不幸

・・・・・・

□□市

△△県

○○省

×健保組合

e-Gov

・・・・

ԉԒӎ

ὠ ѶҴҏӽӃӹ͒ӗ
ログアウト

検索

꜠☿ⱪ♩

─

⅔ ╠∑
件名 差出人 受信日

国民年金基金加入
のご案内

○○県国民年金基金 ２月○×日

国民年金の資格取得
手続のご案内 △△市 ２月××日

厚生年金の資格喪失
確認のお知らせ

□□社会保険事務所 ２月△○日

妊娠出産 子育て

学校 仕事

結婚 住宅引越

健康 高齢者

余暇文化 ご不幸

・・・・・・

資料２―15 

β平成21年4月30日公表資料 



Д̻ Ỷ Ӕ͒ӲӘ ҏӃԀ͒ӗҌ҅ѥ҇ 

① 安全なサービス利用のため、本人であることを確認 

② メニュー「情報の閲覧」から、「年金情報」を選択 

③ 自分の年金情報を閲覧 

β 各画面はイメージ 
２ 

マイページへのログイン（本人確認）

カードをカードリーダに挿し、暗証番号を入力してください。

＊ OK

IC カードICカード

＊ ＊ ＊ ＊ ＊

マイページへのログイン（本人確認）マイページへのログイン（本人確認）

カードをカードリーダに挿し、暗証番号を入力してください。

＊ OK

IC カードICカード

＊ ＊ ＊ ＊ ＊

□□市

△△県

○○省

××健康保険組合

e-Gov

・・・・

リンク

厚労花子さんのマイページ
ログアウト

検索

年金情報

レセプト情報

特定健診結果

情報の閲覧

お知らせ

件名 差出人 受信日

国民年金基金加入
のご案内 ○○県国民年金基金 ２月○×日

国民年金の資格取得
手続のご案内 △△市 ２月××日

厚生年金の資格喪失
確認のお知らせ

□□社会保険事務所 ２月△○日

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

各種手続

妊娠出産 子育て

学校 仕事

結婚 住宅引越

健康 高齢者

余暇文化 ご不幸

・・・・・・

□□市

△△県

○○省

××健康保険組合

e-Gov

・・・・

リンク

厚労花子さんのマイページ
ログアウト

厚労花子さんのマイページ
ログアウト

検索

年金情報

レセプト情報

特定健診結果

情報の閲覧

お知らせ

件名 差出人 受信日

国民年金基金加入
のご案内 ○○県国民年金基金 ２月○×日

国民年金の資格取得
手続のご案内 △△市 ２月××日

厚生年金の資格喪失
確認のお知らせ

□□社会保険事務所 ２月△○日

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

各種手続

妊娠出産 子育て

学校 仕事

結婚 住宅引越

健康 高齢者

余暇文化 ご不幸

・・・・・・

厚労花子さんのマイページ
ログアウト

厚労花子さんがこれまで加入した制度

２０才 ２５才 ３０才 ３５才

２０万円

４０万円

厚労花子さんの納付額（年間）

１０万円

２０万円

６５才 ７０才 ７５才 ８０才

厚労花子さんの年金見込額（１ヶ月あたり）

年金情報の閲覧

厚生年金 厚生年金基金国民年金（基礎年金）

国民年金基金に加入した場合

厚労花子さんのマイページ
ログアウト

厚労花子さんのマイページ
ログアウト

厚労花子さんがこれまで加入した制度

２０才 ２５才 ３０才 ３５才

２０万円

４０万円

厚労花子さんの納付額（年間）

１０万円

２０万円

６５才 ７０才 ７５才 ８０才

厚労花子さんの年金見込額（１ヶ月あたり）

年金情報の閲覧

厚生年金 厚生年金基金国民年金（基礎年金）

国民年金基金に加入した場合



保険者のデータベース 中継データベース（仮称） 

・ 基礎年金番号 
 （０９８７－６５４３２１） 

 ・ 厚労 花子 
 ・ 保険資格情報 
 ・ 閲覧情報 

・ 被保険者番号 
  （１２３４－５６７８９） 

 ・ 厚労 花子 
 ・ 保険資格情報 
 ・ 閲覧情報 

年金 

介護 

① 個人を識別した上で、
本人確認をし、交付 

③ 認証（β） 

④ 中継DBは、保険者へ情報を要求。 
  保険者は、中継DBを通じて、利用者へ情報を提供 

② アクセス、情報を要求
（暗証番号の入力等） 

β 公開鍵暗号の技術を活用する方式（ＩＣチップに収録された極度に解析が困難
とされる暗号アルゴリズムである秘密鍵、公開鍵による演算の結果が合致する
ことをもって本人を認証する方式）を検討。この方式は、ICチップに収録した共
通番号等を認証に直接用いる方式と比較し、安全性において優位。 

etc 

○ プライバシー侵害、情報の一元的管理に対する不安を極力解消しつつ、将来的な用途拡大に対応できる 
 仕組みを目指す。 
 

○ 保険資格情報や閲覧情報は保険者のみが保有。中継データベース（仮称）は、被保険者記号番号といっ
た必要最小限の情報を持つ（情報の集約を避け、情報連携を適切に制御できる仕組み）。 

 

○ 社会保障カード（仮称）のためだけの新たな投資を極力避けることが必要。特に、中継データベース（仮
称）については、次世代電子行政サービス構想における「行政情報の共同利用支援センター（仮称）」等と
重複した投資を避け、共通の基盤として構築することを目指すべき。 

医療 

・ 被保険者証記号番号 
  （港いろは１２３４） 

 ・ 厚労 花子 
 ・ 保険資格情報 
 ・ 閲覧情報 

IC カード ICカード 

厚労 花子 

情報へのアクセス記録を保存し、利用者が確認できる仕組
みとすることなどにより、不正アクセスによる盗み見等の不
正を抑止し、情報連携を制御。 

整理番号 ・・・

基礎年金番号 ・・・

医療保険被保険者記号番号 ・・・

介護保険被保険者番号 ・・・

その他の番号 ・・・

３ 

Е̻ ҠҏӃԀ͒ӗҌ҅ѥ҇͠ὀ ͡ 

○ 他の市町村へ住所を移した場合の継続使用を可能とする 
 等の住基カードの見直しの動き、オンライン認証の実現を 
 含めた公的個人認証サービスの普及拡大に関する検討等と 
 連携し、既存のインフラの活用を検討。 



ӣ

中継DB

医療保険者A

医療保険者B

医療保険者C

・
・

各保険者等※の
資格情報データベース

①社会保障カード
（仮称）を提示

②医療機関等は、提示され
た社会保障カード（仮称）を
カード読取機にセット

ᾴ ҳ

ὲ Ҍ

・資格情報の確認
・レセプトに転記可

ICカードICカード

※複数の保険者が共同し

てデータベースを運営す
る場合もあり得る。

③医療機関等から中継Ｄ
Ｂにオンラインでアクセス
し資格を確認

④資格内容を問い
合わせ

・中継DBは被保険者の資格

情報等を保有せず、各保険
者は本人識別情報や他の保
険者が管理する被保険者証
記号番号等を保有しない。
・被保険者は自分の資格情報
へのアクセス履歴を自分で
確認できるものとする。

【オンラインによる医療保険資格確認のイメージ】 

４ 

○ ＩＣカードの機能を使用した医療等の現場での活用 

Ж̻ạ ҏ ҈ҏῖ Ҍ҅ѥ҇͠ὀ ͡ 

○ ＩＣカードの機能が使用できない場合の対応 

・ ①停電、ネットワークトラブル、カードの破損等、②訪問看護、往診等の場合でＩＣカードを使ったオンライン資格確認が困難な
状況でも現行の被保険者証と同等の運用が継続できることが重要であり、何らかの「可視的な番号」が必要。 

     被保険者証記号番号等を問い合わせるための、保険者の異動があっても変更されない医療・介護分野でのみ用いるため 
     の番号（保健医療番号（仮称））を含めて検討。 

β 保健医療番号（仮称）は、意図しないところで番号を使った名寄せが行われるなどの懸念が存在する一方、保健医療サービスに関わる将来的な
情報化の基盤としての意義が大きく、保険者や医療機関等の利便性を高めることを踏まえ、その利用範囲、保護措置について十分な検討が必要 

・ 移行期においては、社会保障カード（仮称）と現行の被保険者証等との併用を可能にすることが必要。 



：利用者による行動

年金保険者

⑨カード交付※１

⑥電子証明
書の発行を
申請

ₒ ҏ ѬҪҏ ѩ

⑪ カード交付済の通知（保険者が

市町村以外の場合）※１

③住基台帳上の４情報と
一致するか確認した上
で、４情報、基礎年金番
号、医療保険の被保険
者記号番号と保険者番
号、介護保険の被保険
者番号と保険者番号を
送達 ※１

⑦電子証明
書を発行

※１ 保健医療番号を導入する場合には、当該番
号を、③と併せて発行ＤＢに送達し、⑨のカード
交付時に券面又は別紙に印刷するとともに、⑪
と併せて医療保険者に通知する。

② 送付されてきた交付案内、健康保険証
（必須）、年金手帳（該当者）、介護保険証
（該当者）と共に、カード発行申請書を提出
する。

① カード交付の案内を送付

発行ＤＢ

⑧-1 カード
発行情報を
送達

⑩交付
完了の
登録

⑧-2 

カードを
有効化

医療保険者

介護保険者

④各保険者に利用者の存否を問合せ

⑤利用者の存否を回答※２

※２ 利用者が問合せ先の保険者に所属してい
ない旨の回答があった場合は、正しい保険者を
確認の上、再手続が必要

：オンラインで行われる手続

利用者

電子証明書
発行局

交付事務取扱者
（市町村）

ICカード

 から、国民にとってもっとも身近な行政主体である市町村を交付主体と仮定し、被用者保険の被保険者に 
 ついても、市町村で手続を行うこととする。 

５ 

З̻ӊ͒Ө ҏ ҏ ̼ Ҍ҅ѥ҇͠ӃԀ͒ӗ͡ 

  出生時に健康保険証として発行。被用者健保の被扶養者届は、出生届やカード発行申請書と同時に提出
できた方が便利であるため、市町村経由で提出可能とする（被扶養者認定は保険者が行う）。 

① 既存の被保険者証等からの切替え方法について 

② 出生時のカード発行・交付方法について 

・ 勤務先で手続を行う場合、市町村に登録されている氏名と保険者に登録されている氏名の文字コードが 
   異なるなどの理由により、両者の間で氏名等を用いて本人同定を行うことが困難であること 

・ 保険者にとっては、カードの発行申請等の事務が発生し、事務上の効率性が損なわれるおそれがあること 



社会保障分野における安全で利便性の高い情報連携が 
地域住民にもたらす効果に関する検証成果について 

 
～社会保障カード(仮称)の制度設計に向けた実証事業 ～ 

 

各実証成果のまとめと今後の方向性について 

平成22年8月31日 

 

日本システムサイエンス株式会社 
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まとめの内容 

¸情報基盤としてあるべき姿を整理・検証する 

¸便利で安心安全なものと利用者に実感してもらう 

¸制度・運用面等での課題を抽出する 

¸発展的活用のモデルを探る 

Å便利で安心安全なサービスの提供 

Å資格証としてのあるべき姿 

Å公共サービスとしての発展的な活用モデル 

¸情報連携基盤としてのあるべき姿 

¸シングルサインオンによるサイト間連携 

セ̧キュリティに関する安全性の検証 

Å給付調整やサービスの発展的な活用のために 

Å利用者本人による情報のコントロールで 

ÅICカードのセキュア・チップに本人識別情報を格納して 

ḱ  ṇ  

 ךּ

︡  ṇ ︡  
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ṇ  

Å ワンストップサービスや社会保障関連のサービスの利便性がアピールできました。 
 医療保険者や年金保険者などの異なる団体が提供する社会保障関連の情報を1枚のカードで安全に閲覧できることに興味を持っていただ

いた方の多くに便利さをアピールできました。実証事業以後の継続的な利用に関する意向もほとんどの方が利用したいとの意向を示されて
います。 

Å サービスを継続して利用したいという意向が多いという結果が得られました。 
 プライバシー保護やセキュリティ対策については、イベントや説明会等での説明では十分に理解していただけていない結果となりました。し

かし、継続利用したい意向が多いことから、利便性を優先してもよい程度の安全性は確保されていると感じていただけていると推測できる結
果になっています。 
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ṇ  (N=1689)

39. 8%

28. 1%

נּךּ ךּ
12. 8%

פּ ךּ
17. 1%



︡ טּ קּ  
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¸ ḱ ḱ ṇ ḭ1 ṇ ṇ צּ וֹ
לּ ︣ קּ נּ ︣Ḯ 

1 ṇ ︡ ךּ ṇ ︡ ḭ ḭ ḭ ḭ צּ שּ ךּ ︣Ḯ
ḭ ךּףּ ︣ צּ ךּ צּ ךּ צּ שּ ךּ צּ

טּ ︣Ḯֿכ ḭ ṇ ︡ ḭ1 ṇ ṇ וֹ כֿ ︣ ︢ ךּ
נּ ︣Ḯ 

¸ ךּ ḭ ךּ ךּ צּ שּ ךּ ︣Ḯ 
ךּ ךּךּצּ נּ ḭ ṇ ךּ לּךּ

ךּ נּ ︣Ḯּ︡︡פḭ ḭ ḭשּ נּ
︡ צּ שּ ףּ ḭ ︣ ︣ טּצּ נּ ︣Ḯ 

 

 

ṇ  

 

 

ךּ צּ  ךּ



ṇ ︡  
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ḱ  

 

︣  

פּ ףּ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ṇ  

 

¸ ḭ ḭ טּצּ ︣Ḯ 
ךּ ḭ נּ ḭ ṇ צּ

טּ ︡ Ḯ ︣ ךּ ḭ ︣ ךּ טּצּ נּ
︣Ḯ 

¸ ︡ ḭ צּ ︣Ḯ 
︡ ḭ ḭ ḭ ḭ ︣ ︣ ךּ טּצּ

︣Ḯ ḭ ḭ ḭ צּ וֹ ḭ לּ ךּ
︣ שּ ךּ ︣Ḯ 

¸ ךּ ḭ צּ קּ צּ ךּ ︣Ḯ 
ךּ ḭ ︣ ךּ קּ ḭ צּ ︡

נּ ︣Ḯֿכ לּ ṇ ḭ צּ
צּ קּ ḭ ךּ צּ קּ נּ ︣Ḯ 

実証前 

実証後 
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